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(57)【要約】
　本発明は水体の床の土試料を取得及び分析する水中掘
削装置及び方法に関する。ベースフレームを有する水中
掘削装置を水体内に下ろしその水体の床上に置く。ベー
スフレーム上に実装されていて鉛直方向に動かすことが
できる掘削ドライブで、少なくとも１本の管状ドリルス
トリング要素からなるドリルストリングを第１回掘削工
程にて水体の床内に揉み入れ、その管状ドリルストリン
グ要素内のホルダ内にコア試料を受け入れる。コア試料
込みのホルダを、ベースフレーム上の第２収容領域にあ
る収容場所内に収容する。続いて、少なくとも１個の更
なる掘削工程を更なるドリルストリング要素で実行する
。ベースフレーム上、掘削軸の周辺エリア内に配されて
いる少なくとも１個のセンサ装置により、コア試料の少
なくとも一種類の物理及び／又は化学特性を判別する。
こうして判別されたデータが、第２収容領域におけるコ
ア試料の収容場所に関するデータと共にデータ処理装置
内に保存される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水体の床の地盤試料を入手及び分析する水中掘削装置であって、
　水体内に下ろしその水体（５）の床上に置くことができるように設計されているベース
フレーム（１２）と、
　管状ドリルロッド要素（３２）複数本で構成されたドリルロッド（３０）を回動的に駆
動可能で、下側のボーリング孔開口（１８）と上側の撤退ポジションとの間で掘削軸（２
１）に沿い鉛直可動形態にて支持されるドリルドライブ（２０）と、
　ベースフレーム（１２）上にあり、ドリルロッド（３０）の組立に備え個別の管状ドリ
ルロッド要素（３２）が収容され、ドリルコア用の受容部（３４）がそれぞれそのドリル
ロッド要素（３２）内で可解放形態にて保持される第１収容エリア（１４）と、
　ベースフレーム（１２）上にあり、地盤試料として取得したドリルコアと共にその受容
部（３４）が収容される第２収容エリア（１５）と、
　ドリルロッド（３０）を形成すべく個別のドリルロッド要素（３２）を第１収容エリア
（１４）から掘削軸（２１）に供給することが可能な供給手段（３８）と、
　ドリルコア込みの受容部（３４）をドリルロッド（３０）から取り除き第２収容エリア
（１５）内の特定の収容場所に託す除去手段（４０）と、
　を備える水中掘削装置において、
　ベースフレーム（１２）上、掘削軸（２１）の周辺エリア内に少なくとも１個のセンサ
手段（５０）が配されており、ドリルコアの少なくとも一種類の物理及び／又は化学特性
を判別すべくそのセンサ手段（５０）が設計されていることと、
　データ処理手段（５２）が設けられており、ドリルコアの上記少なくとも一種類の物理
及び／又は化学特性についての判別済データ並びに第２収容エリア（１５）内でのドリル
コアの収容場所についてのデータを格納すべくそのデータ処理手段（５２）が設計されて
いることと、
　を特徴とする水中掘削装置。
【請求項２】
　請求項１記載の水中掘削装置であって、
　データ送信ユニットが設けられており、上記判別済データをそのデータ送信ユニットで
遠隔所在の中核施設へと送信可能なことを特徴とする水中掘削装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の水中掘削装置であって、
　上記データ処理手段（５２）が、その内部に決定条件が格納されている評価ユニットを
有し、その評価ユニットが、格納されている決定条件に基づき掘削の継続又は中断につい
て決定を実行するよう構成されていることを特徴とする水中掘削装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の水中掘削装置であって、
　上記少なくとも１個のセンサ手段（５０）が、環状であると共に、ボーリング孔開口（
１８）の上方にあるエリア内に配されていることを特徴とする水中掘削装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のうちいずれか一項記載の水中掘削装置であって、
　上記センサ手段（５０）が、インダクタンス、導電率、静電容量及び／又は更なる物理
若しくは化学量を計測すべく設計されていることを特徴とする水中掘削装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のうちいずれか一項記載の水中掘削装置であって、
　上記受容部（３４）がコアチューブキャッチャとして管状形態で設計されており、その
受容部（３４）の上端に除去手段（４０）に対する連結手段（３６）が備わることを特徴
とする水中掘削装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のうちいずれか一項記載の水中掘削装置であって、
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　上記除去手段（４０）がウィンチ（４２）と共に巻き上げロープ（４３）を有し、その
巻き上げロープ（４３）の自由端にロック手段（４４）が配されており、そのロック手段
（４４）が、ドリルコア用の受容部（３４）の側の連結手段（３６）と相互作用すること
を特徴とする水中掘削装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のうちいずれか一項記載の水中掘削装置であって、
　上記ベースフレーム（１２）がマリタイムアンビリカルを介し補給船につながることを
特徴とする水中掘削装置。
【請求項９】
　水体の床の地盤試料を、とりわけ請求項１乃至８のうちいずれか一項記載の水中掘削装
置（１０）で入手及び分析する方法であって、
　ベースフレーム（１２）を有する水中掘削装置（１０）を水体内に下ろしてその水体（
５）の床上に置き、
　ベースフレーム（１２）上で鉛直可動形態にて支持されているドリルドライブ（２０）
により、少なくとも１本の管状ドリルロッド要素（３２）からなるドリルロッド（３０）
を第１回掘削工程にて水体の床（５）内に揉み入れ、ドリルコアを形成してその管状ドリ
ルロッド要素（３２）内の受容部（３４）内に受け入れ、
　ドリルコア込みの受容部（３４）を、除去手段（４０）によってドリルロッド（３０）
から取り除き、ベースフレーム（１２）上の第２収容エリア（１５）にある収容場所内に
託し、
　続いて少なくとも１個の更なる掘削工程を実行し、その工程にて、ドリルコア用の受容
部（３４）を伴う更なるドリルロッド要素（３２）を供給手段（３８）により第１収容エ
リア（１４）からドリルロッド（３０）に供給してドリルドライブ（２０）でドリルロッ
ド（３０）の更なる掘削を実行させる、
　方法において、
　ベースフレーム（１２）上、掘削軸（２１）の周辺エリア内に配されている少なくとも
１個のセンサ手段（５０）により、ドリルコアの少なくとも一種類の物理及び／又は化学
特性を判別し、
　そうして判別されたデータを、第２収容エリア（１５）内でのドリルコアの収容場所に
ついてのデータと共にデータ処理手段（５２）内に格納する、
　ことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項９記載の方法であって、
　ドリルコアの上記少なくとも一種類の物理及び／又は化学特性についての判別済データ
に基づき、また水中掘削装置（１０）がなお水体（５）の床上で水体内に存している状態
で、掘削の継続又は中断についての決定を実行することを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水体の床（水底）の地盤試料を入手及び分析する水中掘削装置であって、水
体内に下ろしその水体の床上に置くことができるように設計されているベースフレームと
、管状ドリルロッド要素複数本で構成されたドリルロッドを回動的に駆動可能で、下側の
ボーリング孔（ボアホール；試掘孔）開口と上側の撤退ポジションとの間で掘削軸に沿い
鉛直可動形態にて支持されるドリルドライブと、ベースフレーム上にあり、ドリルロッド
の組立に備え個別の管状ドリルロッド要素が収容され、ドリルコア（採取物）向けの受容
部がそれぞれそのドリルロッド要素内で可解放形態にて保持される第１収容エリアと、ベ
ースフレーム上にあり、地盤試料として取得したドリルコアと共にその受容部が収容され
る第２収容エリアと、ドリルロッドを形成すべく個別のドリルロッド要素を第１収容エリ
アから掘削軸に供給することが可能な供給手段と、ドリルコア込みの受容部をドリルロッ
ドから取り除き第２収容エリア内の特定の収容場所に託する除去手段とを、請求項１の前
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提部分に従い備える水中掘削装置に関する。
【０００２】
　本発明は、更に、水体の床の地盤試料を入手及び分析する方法であって、ベースフレー
ムを有する水中掘削装置を水体内に下ろして水体の床上に置き、ベースフレーム上で鉛直
可動形態にて支持されているドリルドライブにより、少なくとも１本の管状ドリルロッド
要素からなるドリルロッドを第１回掘削工程にて水体の床内に揉み入れ、ドリルコアをそ
の管状ドリルロッド要素内の受容部内に受け入れ、そのドリルコア込みの受容部を除去手
段によってドリルロッドから取り除いてベースフレーム上の第２収容エリアにある収容場
所に託し、続いて少なくとも１個の更なる掘削工程を実行し、その工程ではドリルコア用
の受容部を伴う第２のドリルロッド要素を供給手段によりドリルロッドに供給してドリル
ロッドの更なる掘削をドリルドライブで実行させる、請求項９の前提部分に係る方法に関
する。
【背景技術】
【０００３】
　一般的な水中掘削装置及び一般的な方法については、例えば特許文献１から或いは特許
文献２から窺い知ることができる。これら既知の水中コア掘削方法では、ドリルロッド要
素の長さに従いボーリング孔がステップバイステップで設けられる。各掘削工程では、管
状ドリルロッド内に形成されたドリルコアが、ドリルコアキャッチャにより受け入れられ
、ドリルロッドから取り除かれ、更にその掘削装置のベースフレーム上にある収容エリア
内に託される。このコア掘削方法を数回反復することで、複数個のドリルコアを地盤試料
として入手し、その掘削装置の収容エリア内に託すことができる。これらのドリルコアか
らは、水体の床の構造についての非常に精密な叙述が得られる。
【０００４】
　この既知従来技術の場合、水体の床の構造を分析するに当たり、掘削装置全体を水体の
床から引き上げ、水体外の補給船又は補給プラットフォーム上に移動させることが必要に
なる。そこでは、個別のドリルコアが取り除かれより詳細に検分及び分析されることとな
ろう。こうした地盤試料の入手及び分析は非常に時間を食う。特に、荒れた海でこの方法
を実行する場合、必要な人員が配備された補給船の１時間当たり又は１日当たり費用が非
常に高いことから、多大な時間消費と相俟ち非常に高いコストが発生する。その種の補給
船の１日当たり費用は数万ユーロ／日から十万ユーロ超／日に及びうる。
【０００５】
　特許文献３によれば、水体の床を調べるに当たり、地盤の導電率及び磁気特性をセンサ
手段を用いボーリング孔に沿い検知する方法が知られている。その趣旨上、センサはボー
リング孔の壁に沿って動かされる。但し、この場合、信頼できる計測結果を得るのに二種
類の基本方法工程が必要になる。まず、ボーリング孔を設ける必要があり、然る後に計測
を実行しなければならない。更に、ボーリング孔の掘削並びにそのボーリング孔からの掘
削済地盤物質の排出中に、各層間のスミア（こすりつけ）が発生しうるという根幹的問題
がある。これにより、水体の床の層構造を信頼性よく判別することが難しくなる。
【０００６】
　特許文献４からは、水体の床を分析可能な他の方法を窺い知ることができる。この既知
方法では、円筒状ハウジングを有する特定の掘削ツールによりボーリング孔が設けられる
。その円筒状ハウジング内には、地盤試料を受け入れるためのレセプタクルが設けられる
。ただ、ボーリング孔内に位置する掘削ツール内で地盤試料を受け入れうる受容空間は限
られている。更に、掘削直径に比べ顕著に小さい直径を有する地盤試料の採取に当たり、
手のかかることが明らかであるし、格別なサンプラが必要になる。
【０００７】
　地上配備式掘削方法では、ドリルコアをまさにその掘削サイトで調べることが知られて
いる。
【０００８】
　特許文献５からは、ドリルコア表面で放射線を検知する方法及び装置を窺い知ることが
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できる。この掘削装置は地上にあり、ドリルコアの表面で放射線の輻射を検知可能なセン
サ手段がその掘削装置上に配されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】国際公開第２０１２／００００７７号パンフレット（Ａ１）
【特許文献２】米国特許第７３８０６１４号明細書（Ｂ１）
【特許文献３】国際公開第２０１３／１８８９０３号パンフレット（Ａ１）
【特許文献４】米国特許第４０４３４０４号明細書（Ａ）
【特許文献５】独国特許国内移行第６９５　０１　５３９号明細書（Ｄ２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の基礎となる目的は、水体の床の地盤試料を入手及び分析する水中掘削装置及び
方法であって、信頼できる形態且つ時間的に効率的でひいてはコスト的に効率的な形態に
て、地盤試料を取得及び分析できるものを、提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、一方では請求項１記載の特徴を有する水中掘削装置により、他方では請求項
９記載の特徴を有する方法により実現される。個々の従属形式請求項には、本発明の好適
な諸実施形態が示されている。
【００１２】
　本発明に係る水中掘削装置は、ベースフレーム上、掘削軸の周辺エリア内に少なくとも
１個のセンサ手段が配され、ドリルコアの少なくとも一種類の物理及び／又は化学特性を
判別すべくそのセンサ手段が設計されていることと、データ処理手段が設けられ、ドリル
コアの当該少なくとも一種類の物理及び／又は化学特性についての判別済データ並びに第
２収容エリア内でのドリルコアの収容場所についてのデータを格納すべくそのデータ処理
手段が設計されていることと、を特徴とする。
【００１３】
　本発明の基本的な着眼点は、一般的な従来技術に係る既知方法でまさにそうであるよう
に、精巧なコア掘削方法では水中掘削装置でドリルコア複数個が得られることである。そ
うして得られたドリルコアは水体の床から引き上げて詳細に分析することができ、とりわ
け複数通りの個所で複数回の試料掘削を実行する際にはそれらドリルコアを用い精密な地
質断面図を作成することができる。
【００１４】
　本発明の本質的側面は、掘削が完了するのを待ってドリルコアの分析を開始する必要が
ないことにある。実のところ、ドリルコアの特性について並びに特に構造についての初期
データは、掘削プロセス中にドリルコアをドリルロッド側から取り除く際以前といった早
期に得ることができる。ことに、天然資源を探査する際には、特定のパラメタについての
この初期分析により、その場所での掘削継続がなお意味をなすか或いはそれを中断すべき
かに関する叙述が可能となる。即ち、成功の見通しがない掘削であることをそれによって
確認し、早期段階で終了させることで、時間及びコストを節約することができる。
【００１５】
　更に、早々から有望視されているドリルコアやひときわ注目されているドリルコアを、
掘削プロセス中といった早期に判別することができる。水中掘削装置をドリルコア込みで
引き上げた後に、ひときわ注目されているドリルコアを優先して検分及び分析することが
できる。その結果から、更なる試料掘削の場所や性質についての結論をより迅速に引き出
すことができる。
【００１６】
　本発明のある好適実施形態は、データ送信ユニットを設ければ、上掲の判別済データを
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そのデータ送信ユニットで遠隔所在の中核施設へと送信できることに帰着する。データ送
信ユニットによるデータの送信は無線形態でも有線形態でも行うことができる。これによ
り、試料掘削がなお実行されている間に、例えば補給船上や遠隔の中核施設内でドリルコ
アを早期分析することが可能になる。
【００１７】
　本発明に係る水中掘削装置の更なる発展形態によれば、本方法のひときわ効率的な構成
、特にそのデータ処理手段が評価ユニットを有し、その評価ユニット内に決定条件が格納
されていて、且つその評価ユニットがその格納済決定条件に基づき掘削の継続又は中断に
ついての決定を実行するよう構成されているそれが、実現される。決定条件としては、特
に、掘削の継続又は中断についての決定にとり格別重要な特定の物理又は化学諸量に係る
最小又は最大値を準備すればよい。例えば、ドリルコアの誘電挙動又は導電率についての
情報から特定の天然金属資源の存否が分かる場合がある。これらの決定条件は、試験技法
を前もって実行することで、或いはまた以前の採掘動作での経験的取得により、確定する
ことができる。決定条件は、主に、選択的に探索しようとしている天然資源の個別的種類
に依存する。例えば、ある特定の掘削深度にて特定の特性値に達しなかったのなら、その
検分サイトでの更なる掘削を中断し、別の場所で継続する方が、経済的に合理的であろう
。以前のドリルコア又はコア群の計測値との比較もそのデータ処理手段にて実行可能であ
る。これにより、特定の天然資源例えば大量の硫化物、鉱石又は石油の埋蔵床に近づいて
いるのかそれともそこから遠ざかっているのかを定かにすることができる。
【００１８】
　本発明のこの実施形態でもたらされるのは、そうした場合に、ドリルコアの分析のため
水体から掘削装置を回収することがもはや必要ないことである。実のところ、水中掘削装
置を水体内に留め、別の場所へと補給船でシフトさせればよい。
【００１９】
　センサ手段は、基本的には、任意に選定された要領で設計及び配置することができる。
本発明のある有益実施形態に係る構成では、上掲の少なくとも１個のセンサ手段が環状と
され、ボーリング孔開口の上方にあるエリア内にそのセンサ手段が配される。ボーリング
孔開口は、ボーリング孔プラグその他、ボーリング孔の位置で開口を安定化可能な種々の
構成でありうる。環状構成のセンサ手段の働きで、ドリルコアの包括的且つ好適な非接触
検知を、ボーリング孔からの退出点ですみやかに実行することができる。このセンサ手段
は、例えば磁界又は電磁界での相互作用を基にし、判別を非接触で実行できるよう、更に
は管状受容部の壁を介してですら実行できるよう、設計することができる。例えば、岩石
中に存する鉱油の量の多少により、その電磁共振挙動及び導電率は著しく変化しうる。
【００２０】
　基本的には、特定の天然資源に係る探索企図に従い適切なセンサ手段を選定すればよい
。光学センサや放射線計測用のセンサによる構成にしてもよい。本発明のある好適実施形
態に係る構成では、インダクタンス、導電率、静電容量及び／又は更なる物理若しくは化
学量を計測すべくセンサ手段が設計される。とりわけ、様々な種類のセンサを環状ハウジ
ング内に設けることが可能であり、そうすれば様々な特性値の検分及び分析を同時に進め
ることもできる。
【００２１】
　更に、本発明のある実施形態では、有益にも、受容部がコアチューブキャッチャとして
管状形態で設計され、除去手段に対する連結手段がその受容部の上端に設けられる。この
コアチューブキャッチャは、とりわけ、その壁が薄く、金属又はプラスチックで形成され
ていて、管状ドリルロッドでの掘削中に内在地盤領域がドリルコアとして同コアチューブ
キャッチャの受容空間内に滑り込むチューブとして、形成することができる。適切なロッ
ク手段その他の保持手段の働きで、そのドリルコアを管状受容部内に固定することができ
る。ドリルロッド要素の長さに従い更なる掘削工程が実行された後には、その中にドリル
コアが封ぜられている受容部を除去手段によりドリルロッド外に引き出し第２収容エリア
へと運ぶことができ、そうして運ばれたドリルコア込みの受容部を第２収容エリアにある
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特定の想定収容場所内に託すことができる。託された後は、更なる掘削工程が実行された
ときに更なるドリルコア込み受容部を取り除くことができるよう、除去手段を受容部から
解放すればよい。
【００２２】
　本発明の更なる発展形態では、有益にも、除去手段がウィンチ（巻き上げ機）と共に巻
き上げロープを有し、その巻き上げロープの自由端に、ドリルコア用受容部の側の連結手
段と相互作用するロック手段が配される。このロック手段はフック型の構成、特に管状受
容部上の目孔等として設計されている連結手段と係合する構成にすることができる。これ
により、ドリルコア込みの受容部を取り除けるフォームクローズド連結を確立することが
できる。但し、他の連結方法、例えば相応な電磁石の配置でもたらされる電磁連結も考慮
に値する。
【００２３】
　本発明の他の好適実施形態は、ベースフレームをマリタイムアンビリカルを介し補給船
につなげることに帰着する。マリタイムアンビリカルはエネルギの供給、特に電気エネル
ギ及び加圧流体の供給用としても、データ通信用のデータラインとしても設けられうる。
更に、マリタイムアンビリカルを巻き上げロープとして設計すること、即ち、供給機能に
加え、水中掘削装置をそれにより下降及び再浮上させうるように設計することも可能であ
る。
【００２４】
　本発明に係る方法によれば、冒頭に記した目的が、ベースフレーム上、掘削軸の周辺エ
リア内に配された少なくとも１個のセンサ手段でドリルコアの少なくとも一種類の物理及
び／又は化学特性を判別し、そうして判別されたデータを第２収容エリア内でのドリルコ
アの収容場所についてのデータと共にデータ処理手段内に格納することで、達成される。
本発明に係る方法は、とりわけ上述した水中掘削装置にて実行することができる。
【００２５】
　本方法を実行すると先に説明した長所が実現される。
【００２６】
　本発明に係る方法の好適な変形形態は、ドリルコアの上掲の少なくとも一種類の物理及
び／又は化学特性についての判別済データに基づき、また掘削装置がなお水体の床上の水
体内に存している状態で、掘削の継続又は中断についての決定を実行することに帰着する
。この決定は、好適にも、データ処理手段内に存する評価ユニットにより水中掘削装置自
体で、或いは遠隔所在の中核施設例えば補給船上の施設や地上の局からの遠隔データ伝送
を通じ、実行することができる。
【発明の効果】
【００２７】
　このようにすることで、掘削が不首尾であることを早期段階で認識すること並びに時間
的且つコスト的に効率的な形態で水中掘削装置を使用することができる。
【００２８】
　以下、別紙図面に模式的に描出されている好適な諸実施形態により、本発明について更
に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明に係る水中掘削装置の模式的斜視図である。
【図２】図１に係る水中掘削装置の模式的側面図である。
【図３】複数回に亘る試料掘削の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明に係る水中掘削装置１０の構造及び機能に関し、図１及び図２を踏まえ説明する
。本水中掘削装置１０は、鋼製の大梁複数本からなる箱状のベースフレーム１２を備えて
いる。そのベースフレーム１２の中心部には鉛直方向に向いた掘削ガイド２４が設けられ
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ており、その掘削ガイド沿いにはドリルロッド要素３２を引っ張るテンショニング手段２
２を伴うドリルドライブ２０が支持されており、掘削軸２１に沿い鉛直可動な形態で駆動
されている。加えて、このドリルドライブ２０は掘削軸２１から離れる方向、即ちその掘
削軸２１に対し垂直でクロスバー２３に沿っている水平方向に動かすことができる。ドリ
ルドライブ２０は、図示されていないがベースフレーム１２の第１収容エリア１４内に収
容されているドリルロッド要素３２をつかみ、それらを掘削軸２１内へと案内すべく、供
給手段３８の一部として機能させることができる。模式的にしか示されていないが、その
供給手段３８に、鉛直方向を向いている収容済ドリルロッド要素３２をつかみそれらを掘
削軸２１に既知形態で運ぶ、更なる取扱手段を具備させてもよい。
【００３１】
　ドリルロッド３０を形成するに当たっては、既存のドリルロッド要素３２に対するネジ
連結によって新たなドリルロッド要素３２を取り付ける。図１ではドリルロッド要素３２
が１本だけ、即ち第１回掘削工程にて水体５の床（水底）内に導入されされたものだけが
示されている。この１本目のドリルロッド要素３２の下端には、地盤除去切除ツールを備
えたドリルヘッド３１が設けられている。管状ドリルロッド要素３２での掘削中には、そ
の場にある地盤物質によって円柱状のドリルコアが形成される。このドリルコアは、ドリ
ルロッド３０の内部に配されている管状受容部３４内に受け入れられる。
【００３２】
　その中にドリルコアが配置、保持されている管状受容部３４を取り除くに当たっては、
まずドリルドライブ２０を掘削軸２１外に移動させる。然る後、除去手段４０に備わる巻
き上げロープ４３を、スイベルレバー機構４１により掘削軸２１のエリア内に移動させる
。その巻き上げロープ４３の下部自由端にはスリーブ状のロック手段４４が設けられてい
る。巻き上げロープ４３は、ベースフレーム１２上に側方実装されているウィンチ４２か
ら、下部リンケージローラ４５を経て、除去手段４０に備わる上部デフレクション（振れ
）手段４６へと走っている。フレーム上で数回に亘り振られた巻き上げロープ４３はウィ
ンチ４２の働きで下方に下ろされ、そうすると巻き上げロープ４３側ロック手段４４がス
リーブ状受容部３４の上端にある連結手段３６内に係合する。その結果として連結が形成
されると、ドリルコア込みの受容部３４を上向きに引っ張りドリルロッド３０外に出すこ
とが可能になる。続いて、ドリルコア込みのスリーブ状受容部３４が除去手段４０により
横方向に運ばれ、ベースフレーム１２上の第２収容エリア１５に達してそこに託される。
第２収容エリア１５に関しても言えることであるが、簡明化のため、マガジン状の収容部
については詳細な図示が省かれている。その第２収容エリア１５内には、その中にドリル
コアが入っているスリーブ状受容部３４がホルダに収まり鉛直姿勢で収容されるので、掘
削動作完遂時に、更なる検分のためそれらドリルコアを水中掘削装置１０と共に不図示の
補給船へと運ぶことができる。
【００３３】
　それらドリルコアの予備的な検分及び分析のため、ボーリング孔開口１８の直上には、
掘削軸２１を中心とする環状のセンサ手段５０が設けられており、その開口の上には、ド
リルロッド３０保持用のテンショニングユニット１７が配されている。このセンサ手段５
０は、ドリルコアの物理及び／又は化学特性を判別する非接触作動センサで構成されてい
る。更にはデータ処理手段５２が設けられており、そこにはドリルコアに関するあらゆる
判別済データを格納することができる。同時に、このデータ処理手段５２は位置データ、
特に第２収容エリア１５内で個別のドリルコアが託されている収容場所のそれを格納する
のに、使用することができる。このようにすることで、ドリルコアを後刻更に分析する際
、更なる検分で格別な関心を引く類いのドリルコアを、現地での初期分析結果及びデータ
処理手段５２によって事前に送信されているデータに従い、選択的に特定することが可能
になる。
【００３４】
　この第１回掘削工程でドリルコアが確保された後は、除去手段４０を再び掘削軸２１外
に動かすことで、続いて、第１収容エリア１４からの新たなドリルロッド要素３２と共に
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新たなドリルロッド要素３２を、ドリルロッド３０に備わる上側のドリルロッド要素３２
に取り付けることができる。そして、そのドリルロッド３０を、再び、一採掘工程かけて
ドリルロッド要素３２の長さ分だけ水体５の床内に揉み入れることができる。このプロセ
スで形成される新たなドリルコアは、ドリルロッド３０から取り除き、上述の方法に即し
て第２収容エリア１５内に再び託すことができる。その際、所望なら更なる掘削工程を然
るべく実行することができる。
【００３５】
　図３に、本発明に係る水中掘削装置１０及び本発明に係る方法による水体５の床内の天
然資源床７の特定について模式的に示す。
【００３６】
　第１回掘削物の採取８．１に当たっては、水中掘削装置１０をまず水体５の床上に置く
。続いて、図１及び図２を踏まえ既述した要領で、ドリルコアの入手及び検分を伴うステ
ップバイステップ掘削を実行する。この第１回掘削８．１では、取得したドリルコアの直
接現地分析にて本発明に係る水中掘削装置１０により天然資源床７に関するデータを全く
確立することができない。そのため、第１回掘削８．１は最大可能掘削深度、この場合は
４本のドリルロッド要素３２を有するドリルロッド３０で描出されている深度に達するま
で、実行されている。
【００３７】
　水中掘削装置１０は、ドリルロッド３０を分解した上で、第２回掘削８．２を実行すべ
く第２位置へとシフトさせることができる。図示例では、第１回掘削工程後に比べ同等以
上に早期に、センサ手段５０により天然資源床７が特定されている。第２掘削物の採取８
．２中の第２掘削工程の後には、ドリルコアの現地検分によって、現下の掘削エリアでは
天然資源床７が現下の深度位置でまたもや終端に達したことが判示される。このことは評
価ユニットによって迅速に見定めうるので、第２回掘削８．２の継続を終了に持ち込むこ
とができる。その後、水中掘削装置１０を再びシフトさせれば、更なる掘削８．３、８．
４、８．５及び８．６を実行することができる。
【００３８】
　図３に係る例が明示している通り、水中掘削装置１０によるドリルコアの直接分析によ
って掘削の早期終了、例えば掘削８．２、８．３、８．４及び８．５でそうである如く特
定済天然資源床７からの離脱時点で終了することが可能になる。即ち、総じていえば、時
間的にひいてはコスト的に効率的な水面下天然資源床７確定方法を実現することができる
。
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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月15日(2016.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水体の床の地盤試料を入手及び分析する水中掘削装置であって、
　水体内に下ろしその水体の床上に置くことができるように設計されているベースフレー
ムと、
　管状ドリルロッド要素複数本で構成されたドリルロッドを回動的に駆動可能で、下側の
ボーリング孔開口と上側の撤退ポジションとの間で掘削軸に沿い鉛直可動形態にて支持さ
れるドリルドライブと、
　ベースフレーム上にあり、ドリルロッドの組立に備え個別の管状ドリルロッド要素が収
容され、ドリルコア用の受容部がそれぞれそのドリルロッド要素内で可解放形態にて保持
され、地盤試料として取得したドリルコアと共にその受容部が収容される収容エリアと、
　ドリルロッドを形成すべく個別のドリルロッド要素を第１収容エリアから掘削軸に供給
することが可能な供給手段と、
　ドリルコア込みの受容部をドリルロッドから取り除き収容エリア内の特定の収容場所に
託す除去手段と、
　を備え、
　少なくとも１個のセンサ手段が配されており、ドリルコアの少なくとも一種類の物理及
び／又は化学特性を判別すべくそのセンサ手段が設計されており、
　データ処理手段が設けられており、ドリルコアの上記少なくとも一種類の物理及び／又
は化学特性についての判別済データ並びに収容エリア内でのドリルコアの収容場所につい
てのデータを格納すべくそのデータ処理手段が設計されている、
　水中掘削装置。
【請求項２】
　請求項１記載の水中掘削装置であって、
　データ送信ユニットが設けられており、上記判別済データをそのデータ送信ユニットで
遠隔所在の中核施設へと送信可能な水中掘削装置。
【請求項３】
　請求項１記載の水中掘削装置であって、
　上記データ処理手段が、その内部に決定条件が格納されている評価ユニットを有し、そ
の評価ユニットが、格納されている決定条件に基づき掘削の継続又は中断について決定を
実行するよう構成されている水中掘削装置。
【請求項４】
　請求項１記載の水中掘削装置であって、
　上記少なくとも１個のセンサ手段が、環状であると共に、ボーリング孔開口の上方にあ
るエリア内に配されている水中掘削装置。
【請求項５】
　請求項１記載の水中掘削装置であって、
　上記センサ手段が、インダクタンス、導電率、静電容量及び／又は更なる物理若しくは
化学量を計測すべく設計されている水中掘削装置。
【請求項６】
　請求項１記載の水中掘削装置であって、
　上記受容部がコアチューブキャッチャとして管状形態で設計されており、その受容部の
上端に除去手段に対する連結手段が備わる水中掘削装置。



(12) JP 2017-519130 A 2017.7.13

【請求項７】
　請求項１記載の水中掘削装置であって、
　上記除去手段がウィンチと共に巻き上げロープを有し、その巻き上げロープの自由端に
ロック手段が配されており、そのロック手段が、ドリルコア用の受容部の側の連結手段と
相互作用する水中掘削装置。
【請求項８】
　請求項１記載の水中掘削装置であって、
　上記ベースフレームがマリタイムアンビリカルを介し補給船につながる水中掘削装置。
【請求項９】
　水体の床の地盤試料を、とりわけ請求項１記載の水中掘削装置で入手及び分析する方法
であって、
　ベースフレームを有する水中掘削装置を水体内に下ろしてその水体の床上に置き、
　ベースフレーム上で鉛直可動形態にて支持されているドリルドライブにより、少なくと
も１本の管状ドリルロッド要素からなるドリルロッドを第１回掘削工程にて水体の床内に
揉み入れ、ドリルコアを形成してその管状ドリルロッド要素内の受容部内に受け入れ、
　ドリルコア込みの受容部を、除去手段によってドリルロッドから取り除き、ベースフレ
ーム上の収容エリアにある収容場所内に託し、
　続いて少なくとも１個の更なる掘削工程を実行し、その工程にて、ドリルコア用の受容
部を伴う更なるドリルロッド要素を供給手段により収容エリアからドリルロッドに供給し
てドリルドライブでドリルロッドの更なる掘削を実行させる、
　方法において、
　少なくとも１個のセンサ手段により、ドリルコアの少なくとも一種類の物理及び／又は
化学特性を判別し、
　そうして判別されたデータを、収容エリア内でのドリルコアの収容場所についてのデー
タと共にデータ処理手段内に格納する、
　方法。
【請求項１０】
　請求項９記載の方法であって、
　ドリルコアの上記少なくとも一種類の物理及び／又は化学特性についての判別済データ
に基づき、また水中掘削装置がなお水体の床上で水体内に存している状態で、掘削の継続
又は中断についての決定を実行する方法。
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